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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディア・ドキュメントのハイパーリンクを選択する装置のための方法であって、
　前記メディア・ドキュメントを表示するステップと、
　複数のハイパーリンクを有する前記メディア・ドキュメントにおいて、前記複数のハイ
パーリンクを前記メディア・ドキュメントの複数のサブ領域にグループ化するステップで
あって、各サブ領域は前記複数のハイパーリンクのうちの、所定の数の複数のハイパーリ
ンクを含み、前記所定の数は前記装置の入力キーの特定数と一致する、前記グループ化す
るステップと、
　第１のソースからの第１の制御信号に応答して、前記サブ領域の間の選択を可能とする
ステップと、
　第２のソースからの第２の制御信号に応答して、選択されたサブ領域における少なくと
も１つのハイパーリンクの選択を可能にするステップであって、前記第２の制御信号は、
前記入力キーからのキーのユーザ選択に応答して生成される、前記選択を可能にするステ
ップと、
　を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記第２の制御信号は、アクティブ化されたサブ領域内のアクティブ化されたハイパー
リンクを選択するように更に構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記サブ領域は、前記メディア・ドキュメント上に重ね合わせられた表示グリッドの個
々のエリアを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記サブ領域は、視覚的に区別可能なサブ領域を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記サブ領域は、連続したハイパーリンクのグループを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　各グループのハイパーリンクの数は、ユーザ入力に基づく、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ハイパーリンクが少なくとも２つのサブ領域を占めるかを決定するステップと、
　前記ハイパーリンクが前記少なくとも２つのサブ領域を占める場合に、前記少なくとも
２つのサブ領域から選択された第１のサブ領域に前記ハイパーリンクに対応する表示可能
な情報を生成し、前記少なくとも２つのサブ領域のうちの前記第２のサブ領域に前記ハイ
パーリンクを表示しないステップと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に電子メディア・ブラウジングに関し、詳しくは、ハイパーリンクされ
たコンテンツを含む電子メディアのブラウジング機能を提供するシステム及び方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　今日、ウェブサイト等の電子メディアの多くのフォームは、多数のハイパーリンクを包
含できるＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）コンテンツを含んでいる。ハイパーリ
ンクは、ドキュメントにおける、同じドキュメントの他の部分、他のドキュメント、他の
ドキュメントの特定の部分等への参照又はナビゲーション要素であり、ナビゲーション要
素がユーザにより選択（「クリック」）されたときに、ユーザに参照した情報を自動的に
もたらす。
【０００３】
　キーボードや専用ボタンを備えるＰＣや携帯電話のような装置を利用してインターネッ
トをブラウジングする際に、キーボード上の「タブ」キーを用いて移動後、「リターン」
キーを押下することにより、ハイパーリンクを選択することができる。このテクニックは
、ハイパーリンクを選択するのに、時にポインティング・デバイス（「マウス」）を使用
するよりも好ましいことがある。
【０００４】
　しかしながら、ウェブ・ページが多数のハイパーリンクを含み、且つポインティング・
デバイスを利用できない状況では、所望のリンクに到達しそれを選択する処理は煩わしも
のとなり得る。つまり、ウェブ・ページが５０個のリンクを有しているとすると、４０番
目のリンクに到達するのに、その前の３９個の全てのリンクを通して個別にスクロールす
ることは、不便で時間のかかるものとなる。
【０００５】
　また、ウェブ・ページの検索に代わる方法として、特に携帯機器については、例えば、
アップル・コンピュータ社製のＩＰｈｏｎｅ（登録商標）に使用されるタッチ・アクティ
ベート・インターフェース（touch activated interface）のような、タッチ・スクリー
ン・インターフェースの利用がある。そのような電話では、ユーザが、電話の画面上のハ
イパーリンクをタッチすることによりハイパーリンクを選択することが可能である。しか
しながら、そのようなインターフェースに伴う問題は、１つのハイパーリンクだけをタッ
チできるようにするために、ユーザは、最初に画面のズームイン又はズームアウトを手動
で十分に行わなければならないことである。しかし、多くの場合、ハイパーリンクはウェ
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ブ・ページ上で互いに非常に近い位置にあるので、ユーザは２つの異なるハイパーリンク
を同時にタッチしてしまう。従って、この問題を回避して、個々のハイパーリンクを選択
できるようにするために、ユーザはウェブ・ページを手動で拡大しなければならない。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の様々な実施形態による方法、装置及びシステムは、改良されたメディア・ブラ
ウジングのシステム及び方法を提供することにより、従来技術の欠陥、すなわち、ハイパ
ーリンクを含む電子メディア・ドキュメントの欠陥に対処するものである。
【０００７】
　１つの態様では、電子メディアをブラウジングするシステムが、サブ領域に構成された
複数のハイパーリンクを有するメディア・ドキュメントを含んで提供される。少なくとも
１つの第１の制御要素が、少なくともそれぞれの個々のサブ領域をアクティブ化するよう
に構成されて提供される。
【０００８】
　他の態様では、ハイパーリンクを有するメディア・ドキュメントをブラウジングする方
法が、メディア・ドキュメント上の少なくとも１つのサブ領域をアクティブ化するステッ
プと、アクティブ化されたサブ領域の少なくとも１つのハイパーリンクをアクティブ化す
るステップと、アクティブ化されたサブ領域のアクティブ化されたリンクを選択するステ
ップと、を含んで提供される。
【０００９】
　更にもう１つの態様では、電子メディアをブラウジングする方法が、複数のハイパーリ
ンクを含むメディア・ドキュメントを複数のサブ領域に構成するステップと、少なくとも
それぞれの個々のサブ領域をアクティブ化するように構成された少なくとも１つの第１の
制御要素を提供するステップと、を含んで提供される。
【００１０】
　本発明のこれらの及びその他の態様、特徴及び利点が、添付の図面に関連付けて記載さ
れた以下の発明を実施するための形態から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　図面において、類似の参照番号は図面全体を通して同様の要素を示すものである。
【図１】図１は、説明のための複数のハイパーリンクを含むウェブ・ページを有する典型
的なメディア・ドキュメントである。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の一実施形態による、サブ領域に構成された複数のハイパー
リンクを含むウェブ・ページからなる典型的なメディア・ドキュメントである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の一実施形態による、複数のハイパーリンクを含むウェブ・
ページの第１のサブ領域からなる典型的なメディア・ドキュメントである。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明の一実施形態による、複数のハイパーリンクを含むウェブ・
ページの第２のサブ領域からなる典型的なメディア・ドキュメントである。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の他の実施形態による、複数のハイパーリンクを含みハイパ
ーリンクのグループが構成されたウェブ・ページからなる典型的なメディア・ドキュメン
トである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の他の実施形態による、複数のハイパーリンクを含みハイパ
ーリンクのグループが構成されたウェブ・ページを有する典型的なメディア・ドキュメン
トである。
【図４】図４は、本発明の一態様による、電子メディアをブラウジングするシステムを提
供する典型的な方法のフロー図である。
【図５】図５は、本発明の一態様による、電子メディアをブラウジングする典型的な方法
のフロー図である。
【図６】図６は、本発明の一態様による、サブ領域内にハイパーリンクを分配する方法を
決定する典型的な方法のフロー図である。
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【００１２】
　図面は、本発明の概念を説明するためのものであり、必ずしも本発明を説明するための
唯一の可能な構成を示すものではないことを理解すべきである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面に示された要素は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせの様々
な形式で実行することができることを理解すべきである。好ましくは、これらの要素は、
１つ以上の適切にプログラムされた、プロセッサ、メモリ及び入力／出力インターフェー
スを含む汎用装置上のハードウェア及びソフトウェアの組み合わせで実行される。
【００１４】
　ここに明確に記載又は開示されてなくても、当業者が、本発明を具体化しその本質及び
範囲の内に含まれる様々な装置を創作することができることはいうまでもない。
【００１５】
　ここに記載される全ての実施例及び暫定的な用語は、読者が、本発明者により技術の促
進に貢献される本発明及び概念を理解する助けとなるための教示的な目的を意図するもの
であり、そのような具体的に記載された実施例及び条件に限定されることなく解釈される
べきである。
【００１６】
　更に、本発明の原理、態様及び実施形態についてここに示す全ての記載は、それらの具
体的な実施例と同様に、それらの構造的及び機能的な等価物の両方を含むことを意図する
ものである。更に、そのような等価物は、現在知られている等価物ばかりでなく、将来開
発されるであろう等価物、すなわち、構造に関係なく新たに開発され同じ機能を達成する
如何なる要素をも含むことを意図するものである。
【００１７】
　従って、例えば、ここに提示されたブロック図が本発明を具現化するシステム構成及び
／又は回路構成を説明するための概念図を示していることを、当業者は理解するであろう
。同様に、何れのフロー・チャート、フロー図、状態遷移図、疑似コード等も、コンピュ
ータ又はプロセッサが明示されているか否かにかかわらず、コンピュータ読み取り可能な
メディアに実質的に記述できコンピュータ又はプロセッサにより実行することのできる様
々な処理を示していることを理解するであろう。
【００１８】
　図示した様々な要素の機能は、専用のハードウェアの他にも、適切なソフトウェアと共
働してソフトウェアを実行することのできるハードウェアの使用によっても提供され得る
。プロセッサにより提供される場合、当該機能は、単一の専用プロセッサ、単一の共用プ
ロセッサ、又は複数の個々のプロセッサであって、そのいくつかは共有されてもよいプロ
セッサによって提供され得る。更に、「プロセッサ」又は「コントローラ」という用語の
正確な使用は、ソフトウェアを実行可能なハードウェアだけに言及しているものと解釈さ
れるべきではなく、特に限定されずに、ディジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）ハード
ウェア、ソフトウェアを記憶するリード・オンリー・メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダム・
アクセス・メモリ（「ＲＡＭ」）及び不揮発性記憶装置を暗に含み得るものである。
【００１９】
　従来の及び／又は特注の他のハードウェアも含まれ得る。それらの機能は、プログラム
・ロジックの実行、専用のロジック、プログラム制御と専用ロジックとの相互作用、又は
手動的には文脈からより具体的に理解される開発者が選択可能な特定の技術を通して、実
行することができる。
【００２０】
　特許請求の範囲において特定の機能を達成する手段として示された任意の要素は、例え
ば、ａ）当該機能を達成する回路要素の組み合わせ、又はｂ）ファームウェア、マイクロ
コード等を含む任意の形式のソフトウェアであって当該ソフトウェアを実行する適切な回
路と結合されて当該機能を達成するもの、を含む当該機能を実行する如何なる方法をも含
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むことを意図している。
【００２１】
　有用なことに、本発明の一態様によれば、改善された効率及び利便性を有するハイパー
リンク・コンテンツを有するメディアをブラウジングするシステム及び方法が提供される
。本発明による当該システム及び方法は、有用なことに、ＰＣばかりでなく、携帯電話、
携帯情報端末及びウェブ・ブラウジング機能を有する他の形式の装置のような携帯端末、
に組み込んで利用することができる。一方、ハイパーリンクは、ウェブ・ページのワール
ド・ワイド・ウェブ、又はウェブ・ページの描写に利用されるアクティブＸやＪＡＶＡ（
登録商標）のようなプログラム言語において広く利用されており、本発明によるシステム
及び方法は、ＨＴＭＬ又はウェブに限定されるものではなく、ユーザが多数の利用可能な
（すなわち、閲覧可能な）オブジェクトから選択する必要がある如何なるアプリケーショ
ン（例えば、メディア・ドキュメント）にも適用することができる。これらのオブジェク
トは、通常は選択可能な要素（例えば、ビデオ・シーケンスやオーディオ波形のサムネイ
ルを有する矩形）によって表示される。例えば、ハイパーリンクや選択可能な要素の他の
何れの形式も、ビデオ記録、オーディオ記録、マルチメディア・プレゼンテーション、ス
ライド・プレゼンテーション、ＣＤ－ＲＯＭやオンライン・コンテンツのような電子メデ
ィアを処理する殆ど如何なるアプリケーションにも組み込むことができる。従って、本発
明によるシステム及び方法は、例えば、タイムライン上のトラックに表示されるシーンや
オーディオの抜粋を更なる処理のために選択することができるビデオやオーディオの編集
ツール、又は値の入力のためにセルを選択する必要のある表計算ソフトウェアに組み込む
ことができる。更に、本発明による電子メディアをブラウジングするシステム及び方法は
、電子通信処理（例えば、テレビ、ラジオ、電話、デスクトップ・コンピュータ、ゲーム
機、携帯端末等）で使用される如何なる装置にも利用することができる。電子メディアは
アナログ又はディジタル形式の何れの形式も採ることができることに留意すべきである。
【００２２】
　本発明にあっては、「リンク」又は「ハイパーリンク」という用語は、電子ドキュメン
ト内にある選択可能な要素であり、選択されると当該選択可能な要素に対応する第２の電
子ドキュメント（ウェブ・ページ、オーディオ、ビデオ等）を読み込むものを表す。
【００２３】
　同様に本発明において、「制御要素」という用語は、ボタン、キー、ダイヤル、マウス
、又はコマンドの選択若しくは入力手段として利用される他の形式の要素のような入力要
素として定義され使用される。
【００２４】
　ここで図面を参照すると、図１には、複数のハイパーリンク１０１を含む典型的なウェ
ブ・ページ１００の形式による典型的な電子メディア・アプリケーションが示されている
。図面から明らかなとおり、図示されたウェブ・ページ上には、様々な位置に多数のハイ
パーリンク１０１が配設されている。ユーザが、（例えば、ＰＣ又は携帯端末上の）キー
ボードを使用して特定のリンクを選択しようとすると、ウェブ・ページ上のハイパーリン
クの位置によっては、かかる選択の処理は煩わしいものとなり得る。例えば、ユーザが、
キーボードを使用してハイパーリンク１０３の「天気」を選択しようとすると、ユーザは
、所望のリンクに到達するために、キーボードの「タブ」ボタンを約３７回打鍵して、前
に掲載されたリンクを通して個々に連続した順序で（例えば、典型的には最上部から最下
部に向かって）スクロールしていかなければならない。
【００２５】
　図２Ａは、本発明の一実施形態による、複数のハイパーリンク１０１を有しサブ領域２
０１に構成された典型的なウェブ・ページ１００の形式によるメディア・ドキュメント又
はアプリケーション、及び制御装置２００を含む典型的なメディア・ブラウジング・シス
テムである。１つの態様によれば、好ましくは、ウェブ・ページ１００のハイパーリンク
を含む全てのエリアを包含するように、ウェブ・ページ１００上にグリッド２０３を重ね
合わせることにより、フォーカス領域２０１が生成され得る。グリッド２０３は、複数の
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サブ領域又はフォーカス領域２０１を含むことができ、これらは、例えば、各サブ領域２
０１が実質的に等しい表面積からなるように、グリッド２０３の全体に亘って均一に配置
され得るものである。或いはこれに代えて、サブ領域２０１が、後述する方法でユーザが
決定し得る、様々なサイズの複数のサブ領域を含むようにしてもよい。その場合でも、全
てのサブ領域２０１を合わせた総表面積は、好ましくはグリッド２０３の総表面積よりも
少ないか又は等しいものである。
【００２６】
　グリッド２０３は、自動的に及び／又はユーザの制御により、各ウェブ・ページ１００
上に適用され得る。各サブ領域２０１の境界を示す境界線２０５は、好ましくは最小限度
に目立つものであり、且つユーザが望むとおりに、例えば、グリッド２０３の適用及び除
去の間に、適用及び除去することができる。
【００２７】
　制御装置２００（例えば、キーボードや、複数のボタン／スイッチ／ジョグダイヤル・
ホイール等を有する他の装置からなる）が、ウェブ・ページ１００の特性／動作／機能を
制御するために、操作可能に接続されて提供され得る。一実施形態によれば、少なくとも
１つの第１の制御要素（例えば、第１の制御要素２０２）が、少なくとも個々のサブ領域
２０１を通して「スクロール」／アクティブ化するように構成され、少なくとも１つの第
２の制御要素（例えば、第２の制御要素２０４）が、少なくとも個々のハイパーリンク１
０１をアクティブ化／選択するように構成され得る。
【００２８】
　任意の数／形式の制御要素が、サブ領域２０１及び／又はハイパーリンク１０１をアク
ティブ化／選択するように使用／構成され、例えば、ユーザの入力及び選択及び／又は利
用可能なハードウェアにより定義／構成され得ることに留意すべきである。例えば、キー
ボード上のページ・アップ／ダウン・キーは、サブ領域２０１を通して前方及び後方にブ
ラウズするのに使用することができ、カーソルのアップ／ダウン・キーは、ハイパーリン
ク１０１をアクティブ化するのに使用することができ、そして「エンター（入力）」キー
は、アクティブ化したハイパーリンクの最終的な選択をするのに利用することができる。
しかしながら、特に携帯端末では、制御要素の数を最小限に減らすことが望ましいかも知
れない。例えば、１つの制御要素が短い中断（数秒の期間）の後に機能を切り替え／変更
するように構成されて提供されることにより、制御要素の数を１つに減らすことができる
。
【００２９】
　一実施形態によれば、例えば、２つの制御要素が使用される場合、第１の制御要素２０
２は各サブ領域２０１を個別にアクティブ化するのに使用することができ、第２の制御要
素２０４はアクティブ化したサブ領域２０１の各リンク１０１を通してスクロール（「ア
クティブ化」）するように構成され得る。一態様によれば、「スクロール」又はアクティ
ブ化処理は、好ましくは、例えば、それぞれのメディア・ドキュメント／サブ領域内で連
続した順序でアクティブ化されたそれぞれの個々のサブ領域又はハイパーリンクを用いて
行われる。所望のハイパーリンクを第２の制御要素２０４によってアクティブ化するとき
、第１の制御要素２０２を利用して選択することができる。従って、例えば、本実施形態
では、制御要素に、ブラウジング／選択の状態に応じた特定の機能を指定することができ
る。つまり、第１の制御要素は、サブ領域をアクティブ化するのに利用することができ、
第２の制御要素は、アクティブ化したサブ領域を通してブラウズし、所望のハイパーリン
クをアクティブ化（例えば、「ハイライト」）するのに利用することができる。第１の制
御要素は、当該アクティブ化されたリンクを選択するのに再度利用することができる。
【００３０】
　上記実施形態は、ウェブ・ページがグリッド２０３により構成されるサブ領域に分割さ
れる場合に適用することができる。一度ウェブ・ページがサブ領域に分割されると、サブ
領域２１０がハイライトされる。制御要素２０２がアクティブ化されると、サブ領域２１
２がハイライトされ、サブ領域２１０はハイライトされなくなる。第１の制御要素２０２
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が再度押されると、サブ領域２１４がハイライトされ、サブ領域２１２はハイライトされ
なくなる。この方法の形式は、他のサブ領域の全てに反時計回り式に適用され得る。或い
はこれに代えて、第１の制御要素２０２が（サブ領域２１０から）アクティブ化されると
、（ハイライトされた領域が時計回り式に進行するように）サブ領域２１６がハイライト
されてもよい。
【００３１】
　図２Ｂ及び２Ｃは、本発明の任意の実施形態を示している。第１の制御要素２０２を利
用してサブ領域２１０が選択された場合、図２Ｂに示すように、図２Ａのウェブ・ページ
１００を表示する装置のディスプレイが、サブ領域２１０のみにズームされる。第１の制
御要素２０２が再びアクティブ化されると、図２Ｃに示すように、本発明により第２のサ
ブ領域２１６がズームされる。第１の制御要素２０２がアクティブ化されるたびに、他の
サブ領域が（時計回り又は反時計回り式に）ズームされる。
【００３２】
　図２Ａに示したボタンの位置／方向は、説明の便宜のためのみのものであり、第１及び
第２の制御要素２０２、２０４として指定されるべき実際のキー／ボタン／ダイヤル等は
任意に選定される。第１及び第２の制御要素の指定は、ユーザが決定することができ、例
えば、ブラウジング処理中のキーボードの片手操作を更に容易にするように構成すること
ができる。ＰＤＡ等の現在利用可能な携帯端末は、通常サイド・ボタン及びジョグダイヤ
ルのようないくつかの異なる制御要素を端末に備えている。例えば、「サブ領域アクティ
ブ化」、「ハイパーリンクアクティブ化」及び「ハイパーリンク選択」のような機能を、
携帯端末上の容易にアクセス可能なボタンに割り当てることができ、これにより、メディ
ア・ブラウジング中の効率を大幅に改善させることができる。
【００３３】
　「スクロール」又はアクティブ化処理の間、ユーザが検討している各サブ領域／リンク
が、例えば、ハイライト形式や異なる色又はフォント等で表示されることにより、それが
「アクティブな」状態であることが視覚的に表示されるようにすることが好ましい。
【００３４】
　本発明によるシステム及び方法は、例えば、要求されるキーストローク数を大幅に削減
したり、ブラウジング中にポイント及びクリック装置（「マウス」）を使用する必要性を
なくすことにより、メディア・ナビゲーション及びブラウジングの間にユーザ側に要求さ
れる手間暇の効率を大いに改善する。従って、ユーザは、キーボード（又は他のボタン制
御装置）によってメディア・ブラウジング処理を完全に実行することができ、それ故に、
例えば、マウスとキーボードの間のいかなる相互の移動もする必要がなくなる。例えば、
図２Ａに示した実施形態によれば、「天気」リンクの選択は、有利にもはるかに少ないキ
ーストロークしか必要としない（例えば、適切なサブ領域のアクティブ化に５回、及び「
天気」リンクのアクティブ化／選択に５回の約１０回のキーストロークのみ）。
【００３５】
　図３Ａ及び３Ｂは、本発明の他の実施形態による、複数のハイパーリンクを含みハイパ
ーリンクのグループが構成されたウェブ・ページ１００の形式の典型的なメディア・ドキ
ュメントを表している。本実施形態においては、サブ領域３０１は、好ましくは連続した
ハイパーリンクの独立したグループとして構成されている。各グループ３０１のハイパー
リンクの数は、所望のとおり（例えば、ユーザ入力に基づいて）予め決定及び／又は変更
することができる。各サブ領域３０１がアクティブ化されると、視覚的に表示されるよう
にすることができる（例えば、図示したように、アクティブ化されたサブ領域３０１のテ
キストをハイライト又はボールド体で表示する）。つまり、図３Ａは、第１の制御要素２
０２がアクティブ化されたときにハイライトされたリンク３０１の第１のグループを示し
ており、第１の制御要素２０２が再びアクティブ化されたときに、（図３Ｂに図示される
ように）リンク３０１の第２の領域がアクティブ化される。第１の制御要素２０２が更に
アクティブ化されると、追加のリンクのグループがハイライトされる。
【００３６】
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　サブ領域３０１のハイライトされたリンクが、それがアクティブ化されるたびに異なる
リンク（３０５、３１０、３１５）の間を前進する第２の制御要素２０４を操作する（第
２のソースとして操作する）ことにより選択することができる。そして、第３の制御要素
を操作するか又は少しの間第２の制御要素２０４を押し下げるかの何れかによってリンク
が選択され、当該リンクに対応するリソースを読み込まれる。制御要素又はサブ領域内の
制御要素を利用してリンクを選択する他の方法が、本発明の発明によって実行され得る。
【００３７】
　サブ領域３０１の決定についての任意的な特徴は、ユーザが、サブ領域３０１に一度に
いくつのハイパーリンクを表示させるかを特定することを可能とすることである。それ故
に、サブ領域３０１の要素の総数は、そのような数に基づいて拡張することも削減するこ
ともできる。サブ領域３０１の要素の総数は、好ましくは装置の入力キーの数に一致する
が、装置のキーが不足していたり、装置上の入力キーの数よりも少ない数を指定すること
にも対応できることが、この任意的な特徴には含まれている。この特徴は、不規則な形状
のサブ領域に分割され得る図２Ａのグリッド２０３にも適用することができ、かかる領域
のハイパーリンクの総数によって、サブ領域２０１はサブ領域２０５よりも大きくも小さ
くもすることができる。
【００３８】
　サブ領域（例えば、２０１又は３０１）は、例えば、異なるサブ領域のハイパーリンク
に対して異なる色やフォント等を使用することにより、互いに視覚的に区別できるように
ユーザに対して表示することができる。つまり、図２を参照すると、サブ領域２１０は第
１の色とすることができ、サブ領域２１２は異なる色として表示され得る。入力キー上に
存在する特定の記号に領域をマップする代わりに、そのような色を装置上の入力キーにマ
ップすることができ、それによりユーザがそのような色を使用してサブ領域を選択するこ
とができる。
【００３９】
　図４は、本発明の一実施形態による電子メディアのブラウジング・システムを提供する
典型的な方法のフロー図である。ステップ４０１では、ハイパーリンクを含むメディア・
ドキュメントが複数のサブ領域に構成され、例えば、個々のセクションからなるグリッド
が、メディア・ドキュメントの一番上に重ね合わせられる。ステップ４０３では、少なく
とも１つの第１の制御要素又はキーが提供され、ユーザが、少なくとも各サブ領域を通し
て個々に「スクロール」（アクティブ化）できるように構成される。以下のステップ４０
５で説明するように、更に任意に、少なくとも１つの第１の制御要素が、第２の制御要素
によりアクティブ化されたハイパーリンクを選択するように構成され得る。
【００４０】
　ステップ４０５では、少なくとも１つの第２の制御要素が提供され、少なくともアクテ
ィブ化されたサブ領域の各リンクをアクティブ化するように構成される。所望のハイパー
リンクがアクティブ化されると、少なくとも１つの第１の制御要素がアクティブ化された
ハイパーリンクを選択するのに利用できる。或いはこれに代えて、少なくとも１つのサブ
領域／ハイパーリンクをアクティブ化／選択するために、追加の制御要素が提供されても
よい。
【００４１】
　図５は、本発明の一実施形態による電子メディアをブラウジングする典型的な方法のフ
ロー図である。ステップ５０１では、ユーザが少なくとも１つの第１の制御要素又はキー
を使用することにより、メディア・ドキュメントの少なくとも１つのサブ領域がアクティ
ブ化される。一度サブ領域がアクティブ化されると、ユーザは、少なくとも１つの第２の
制御要素を利用して、アクティブ化されたサブ領域内の少なくとも１つのハイパーリンク
を通してスクロール及びアクティブ化することができる（ステップ５０３）。例えば、少
なくとも１つの第１の制御要素を利用することにより、アクティブ化されたハイパーリン
クを選択することができる（ステップ５０５）。
【００４２】
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　図６は、本発明の一実施例による異なるサブ領域間にハイパーリンクを割り付ける典型
的な方法のフロー図である。ステップ６０５では、ウェブ・ページに対応するコンピュー
タ・コード（ＨＴＭＬ又はＪＡＶＡコンピュータ・コード等）が、当該コード中の任意の
ハイパーリンクについて解析される。好ましくは、このステップは、先頭が「ｈｔｔｐ」
、「ｗｗｗ」で始まるか、末尾が「．ｃｏｍ」、「．ｎｅｔ」、「．ｇｏｖ」又は「．ｕ
ｋ」、「．ｆｒ」等の関連するカントリー・コードで終わるテキストの文字列を探す。更
に、ハイパーリンクは、インターネット・プロトコル・バージョン４若しくは６フォーマ
ットの形式、又は「ｈｒｅｆ」タグ（典型的には、ｈｔｔｐアドレスを開始する）で始ま
るテキスト文字列を検索することにより識別することができる。但し、公知の他の方法が
利用されてもよい。
【００４３】
　ステップ６１０では、（図２Ａ～２Ｃ又は図３Ａ～３Ｂに示すように）ウェブ・ページ
がそれぞれのサブ領域を用いて表示される。グリッド２０３が使用される場合、ウェブ・
ページは、空間基準に基づいて決定される個々のサブ領域で表示される（つまり、図２に
示すように、グリッドはウェブ・ページを一連の矩形に細分化する）。各サブ領域は、好
ましくは少なくとも１つのハイパーリンクを含むが、この条件が全てのサブ領域に対して
満たされなければならないわけではない。
【００４４】
　ステップ６１０に代わる実施形態として、（図３Ａ及び３Ｂに示すような方法で）既定
数のリンクをハイライトすることにより、ウェブ・ページをサブ領域化することができる
。ハイライトされるハイパーリンクの数は、ユーザの好みによって増減可能な既定の数に
従って選択される。ウェブ・ページのコードに存在しているハイパーリンクの数は、ステ
ップ６０５において予め決定されている。
【００４５】
　ステップ６１５では、表示されたハイパーリンクが２つ以上のサブ領域に跨っているか
どうかが検査され決定される。例えば、図２Ａに示すように、リンク２３０は２つの異な
るサブ領域２１０及び２１６に跨るものである。そのような決定をなす１つの方法は、グ
リッド２０３の線が特定のハイパーリンクを横切るかどうかを決定する衝突検査グラフィ
ック・アルゴリズム（collision check graphic algorithm）を実行することである。ハ
イパーリンクが２つのサブ領域を占めるかどうかを決定する第２の方法は、各ハイパーリ
ンクに固有の識別子を割り当てることである。そして、マッチング・アルゴリズムを実行
して、固有の識別子が１つ以上のサブ領域に存在するかどうかを決定する。
【００４６】
　上述の方法の何れかの結果が、ハイパーリンクが事実上２つの異なるサブ領域占めるこ
とを示す場合、簡便な処理方法は、ハイパーリンク２３０を第１のサブ領域に割り当て（
図２Ｂ参照）、かかるリンクが第２のサブ領域を占めないようにすることである（図２Ｃ
参照）。より複雑な第２の処理方法は、ハイパーリンクが占めるサブ領域の面積を決定す
るものである。ハイパーリンクが占める面積のより大きいサブ領域に、ハイパーリンクが
割り当てられる。本発明の本旨に従って、ハイパーリンクを特定のサブ領域に割り当てる
他の方法が実行されてもよい。
【００４７】
　ここに本発明の教示を具現化した実施形態を示して詳細に説明したが、当業者であれば
、かかる教示を更に具現化する他の多くの変形例を容易に創作することができるであろう
。また、ウェブ・ページを構成しブラウジングするシステム及び方法の好ましい実施形態
（説明を目的とするものでありこれに限定されない）を記載したが、当業者であれば、上
述した教示の観点から修正や変更を加えることができることに留意すべきである。従って
、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲及び趣旨の範囲内で、開示された本発
明の特定の実施形態に変更を加え得ることが理解されるべきである。よって、特許法が要
求するところの本発明の特徴及び詳細を記載し、特許により保護を求めるものを添付の特
許請求の範囲に記載した。
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　本発明は以下の態様を含む。
（付記１）
　メディア・ドキュメントのハイパーリンクを選択する方法であって、
　複数のハイパーリンク（１０１）を有するメディア・ドキュメント（１００）において
、前記複数のハイパーリンクを前記メディア・ドキュメントの複数のサブ領域（２１０、
２１２、２１４）にグループ化するステップであって、各サブ領域は前記複数のハイパー
リンクのうちの少なくとも１つのハイパーリンクを含む、前記グループ化するステップと
、
　第１のソース（２０２）からの第１の制御信号に応答して、前記サブ領域（２１０）の
間の選択を可能とするステップと、
　第２のソース（２０４）からの第２の制御信号に応答して、選択されたサブ領域におけ
る前記少なくとも１つのハイパーリンク（１０１）の間の選択を可能にするステップと、
　を含む、前記方法。
（付記２）
　前記第２の制御要素は、アクティブ化されたサブ領域内のアクティブ化されたハイパー
リンクを選択するように更に構成されている、付記１に記載の方法。
（付記３）
　前記サブ領域は、前記メディア・ドキュメント上に重ね合わせられた表示グリッドの個
々のエリアを含む、付記１に記載の方法。
（付記４）
　前記サブ領域は、視覚的に区別可能なサブ領域を含む、付記１に記載の方法。
（付記５）
　前記サブ領域は、連続したハイパーリンクのグループを含む、付記１に記載の方法。
（付記６）
　各グループのハイパーリンクの数は、ユーザ入力に基づく、付記５に記載の方法。
（付記７）
　前記ハイパーリンクが少なくとも２つのサブ領域を占めるかどうかを決定するステップ
と、
　前記ハイパーリンクが前記少なくとも２つのサブ領域を占める場合に、前記少なくとも
２つのサブ領域から選択された第１のサブ領域に前記ハイパーリンクに対応する表示可能
な情報を生成し、前記少なくとも２つのサブ領域のうちの前記第２のサブ領域に前記ハイ
パーリンクを表示しないステップと、
　を更に含む、付記１に記載の方法。
（付記８）
　電子メディアをブラウジングする方法であって、
　複数のハイパーリンク（１０１）を含むメディア・ドキュメントを複数のサブ領域（２
１０、２１２、２１４）に構成するステップと、
　それぞれの個々のサブ領域（２１０、２１２、２１４）を少なくともアクティブ化する
ように構成された少なくとも１つの第１の制御要素（２０２）を提供するステップと、
　を含む、前記方法。
（付記９）
　アクティブ化されたサブ領域のそれぞれの個々のハイパーリンクを少なくともアクティ
ブ化するように構成された第２の制御要素を提供するステップを更に含み、前記第１の制
御要素は、アクティブ化されたサブ領域内のアクティブ化されたハイパーリンクを選択す
るように更に構成されている、
　付記８に記載の方法。
（付記１０）
　前記サブ領域は、前記メディア・ドキュメント上に重ね合わされたグリッドの個々のエ
リアを含む、付記８に記載の方法。
（付記１１）
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　グリッドが、前記複数のサブ領域の第１及び第２のサブ領域内に含まれるリンクと交差
し、前記方法は、最終的に、前記リンクを前記第１の領域に完全に表示し、前記リンクを
前記第２のサブ領域に表示しない、付記１０に記載の方法。
（付記１２）
　前記サブ領域は、視覚的に区別可能なサブ領域を含む、付記８に記載の方法。
（付記１３）
　前記サブ領域は、連続したハイパーリンクのグループを含む、付記８に記載の方法。
（付記１４）
　各サブ領域のハイパーリンクの数は、ユーザ入力に基づく、付記８に記載の方法。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】
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【図５】 【図６】
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